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定  例  会  議  の  開  催  状  況 

 

第１ 開催日時 

令和８年５月 14 日（木） 午後０時 50 分～午後４時 35 分 

第２ 開催場所 

   公安委員会室 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

上枝委員長、岡委員、大石委員 

２ 警察本部 

本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、情報通信部

長、首席監察官、公安課長、公安委員会補佐官 

 ３ 陪席 

   総務課長 

第４ 委員説示 

   委員から、「先日、食料品のパッケージを白黒に変更するというニュー

スに接した。中東情勢の変化による影響の一つかと思うが、長期化する

可能性もある。中東情勢が、警察活動に今後どう影響するのかについて

想定しておく必要もあるように思う」旨の発言があった。 

第５ 議題事項 

 １ 香川県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する規則及び香川県暴力団排除推進条例施行規則等の一部改正につ

いて 

   県警察から、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律施行規則及び香川県行政手続等におけ

る情報通信の利用に関する条例の一部改正に伴い、香川県公安委員会等

に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び香川

県暴力団排除推進条例施行規則等の一部改正を行うとの説明があり、審

議の上、了承した。 

   委員から、「電子決裁等の警察部内手続の電子化も更に進めていただ

きたい」旨の発言があった。 

   委員から、「今の時代に即した改正であり、異議はないが、すべてが電
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子化されてしまうと逆に不便を感じる方もいるのではないかとの危惧は

ある」旨の発言があり、県警察から「懸念する声はあると思うが、現時

点では、掲示板による公示を廃止する予定はない」旨の説明があった。 

第６ 報告事項 

１ 令和７年度における情報公開請求及び個人情報開示請求の運用状況

について 

  県警察から、公安委員会に対する情報公開請求及び個人情報開示請求

は０件であり、警察本部長に対する情報公開請求は 59 件、個人情報開示

請求は 105 件であった旨の報告があった。 

  委員から、「一部公開した文書について、請求者から黒塗り部分を公開

するように審査請求をされたことはあるか」旨の発言があり、県警察か

ら、「令和７年度には、そのような内容の審査請求は受理していない」旨

の説明があった。 

委員から、「懲戒処分関係の情報公開請求が減ったのは、懲戒処分の件

数が減ったことと関係しているのか」旨の発言があり、県警察から、「特

定の請求者が定期的に懲戒処分関係の文書について情報公開請求をして

いるものであり、懲戒処分件数の減少と情報公開請求の減少は比例しな

い」旨の説明があった。 

  委員から、「情報公開請求の電子申請を利用するのは、遠隔地の方が多

いのか」旨の発言があり、県警察から、「一概には言えないが、請求のた

めに来庁する必要がないというメリットはある」旨の説明があった。 

２ 令和７年度香川県警察教養実施計画に基づく教養の実施結果につい

て 

   県警察から、令和７年度香川県警察教養実施計画に基づく各種教養の

実施結果について報告があった。 

   委員から、「最近の若者は、会社に入ってからもスキルアップしたいと

いう方が多いように思う。様々な分野の研修を行う取組もしてはどうか」

旨の発言があった。 

委員から、「研修は、非常に充実していると思う。既定の研修の受講だ

けではなく、研修科目の提案を受け付ける窓口はあるか」旨の発言があ

り、県警察から、「青年警察官へのフォローアップ講座等、ニーズが高い
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ものを実施しているものもあるが、今後、さらにそういったことも考慮

したい」旨の説明があった。 

委員から、「現場の要望を吸い上げて、教養に反映できる仕組みができ

たらよいと思う」旨の発言があった。 

３ 指定暴力団「二代目親和会」幹部に対する中止命令の発出について 

県警察から、組織からの脱退を妨害した二代目親和会幹部に対し、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、中止命令を発

出した旨、報告があった。 

委員から、「中止命令だけでは検挙とならないのか」旨の発言があり、

県警察から、「中止命令を受けた者が命令を無視して、同じことをすれば、

検挙されることとなる」旨の説明があった。 

委員から、「中止命令の制度が広く周知されれば、同じように組織から

の脱退を考えている方の助けになる」旨の発言があった。 

委員から、「組織を脱退することができたので、社会復帰して頑張って

もらいたい。今後も中止命令を出せる事案があれば、積極的な対応をお

願いする」旨の発言があり、県警察から、「組織を脱退した後に匿名・流

動型犯罪グループに流れてしまうことにもなりかねないので、暴力追放

運動推進センターでは、暴力団離脱者の社会復帰を支援している」旨の

説明があった。 

第７ 決裁 

１ 公安委員会定例会議会議録の作成及び公表について 

（令和８年３月 26 日、同年４月９日開催分） 

２ 公安委員会宛て苦情受理報告について 

第８ その他 

 １ ソフトバンク株式会社、ＢＢＳＳ株式会社との「犯罪被害防止に関す

る協定」の締結について 

   県警察から、ソフトバンク株式会社、ＢＢＳＳ株式会社及び香川県警

察は、県民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、５月 26

日、「犯罪被害防止に関する協定」を締結する旨の報告があった。 

 ２ 香川県暴力団排除推進条例の一部を改正する条例（案）に対する意見

の募集について 
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   県警察から、公益通報者保護法の一部改正に伴い、香川県暴力団排除

推進条例について、所要の改正を行うとともに、その改正案のパブリッ

クコメントを実施する旨、報告があった。 

 ３ 犯罪被害者給付裁定について 

   県警察から、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定のための調査結

果の報告を受け、裁定を行った。 

４ 行政処分に対する審査請求について 

   県警察から、香川県警察本部長が行った保有個人情報の不開示決定処

分について、行政不服審査法に基づく審査請求があり、これを受理した

ので、所定の手続により審理を進めることとし、あわせて、当該審理を

補佐する審理官の指名についても報告があった。 

５ 公安委員会宛て苦情受理報告について 

  県警察から、公安委員会宛ての苦情を受理した旨の報告があった。 

 ６ 運転免許の取消し等の審議について 

県警察から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告が

あり、審議の上、処分内容を決定した。 


